
テーマ 第７期における具体的な取組 目標（事業内容・指標等） 計画における参照箇所 実施内容 自己評価結果 課題と対応策

⑴自立支援、介護予防・重
度化防止の推進

①自立支援、介護予防・重度化防
止の普及啓発
②介護予防教室
③高齢者の生きがいの支援

①医師やリハビリスタッフの協力
を得ながら運動機能向上、転倒
予防の為の運動普及や、健康教
育の実施。サロン等の参加者を
増やしていく方法を検討する。
②継続してサロン（72回/年）体
操教室（30回/年）健康教室（６
回/年）を開催し、会食交流事業
についても引き続き支援を行う。
住民のニーズに合った講座等の
検討を行う。
③高齢者クラブ等へ引き続き支
援を行う。活動意欲のある高齢
者へ社会参加を促していく。

第６章
３．生活圏域としての課題
と重点施策
３６ページ

①健康教育の実施（Ｈ30度年6回/年、Ｒ
元年度3回/9月末）、大山地区（Ｈ30年
11月より開始）、浦ノ谷地区（Ｒ元年8月よ
り開始）の筋力作り体操の実施。参加者
を増やす方法について、西ノ島町チャン
ネル等の媒体を使って開催を住民に周
知している。
②サロン（Ｈ30年度72回/年、Ｒ元年度
35回/9月末）、体操教室（Ｈ30年度27回
/年：荒天の為12月は中止、Ｒ元年度18
回/9月末）健康教室（Ｈ30年度7回/年）
を実施。
③高齢者クラブへの支援の実施。

自己評価：【Ａ 】
・概ね計画通り実施できている
・筋力づくり体操について、隠岐
島前病院リハビリスタッフの協力
があり、Ｈ30年度より開始してい
る。大山地区は初回の評価後も
住民主体で継続して体操を行っ
ている。２回目の評価時には効
果を実感された方もおり、引き続
き実施していきたいとのことだっ
た。また、その様子を西ノ島チャ
ンネルで放映したことから、他地
区住民よりやってみたいとの声が
上がり、Ｒ元年8月より浦ノ谷地区
でも体操が開始している。

①今後も継続して実施していくことが必
要。また、筋力づくり体操について昨年度
開始したばかりなので、事業評価につな
げられるよう関係者で協議していくことが
必要。
②今後も引き続き実施していくことが必
要。
③高齢者クラブへの支援を継続していく
ことが必要。活動意欲のある高齢者の社
会参加について、どのように促していくの
か検討することが必要。

⑵生活支援サービスの充実

①多様な生活支援・介護予防サー
ビスの整備
②生活支援コーディネーターと協
議体の取り組み

①生活支援コーディネーター、
協議体メンバー、各地区区長や
民生委員と地域の見守り体制や
生活支援体制等の検討をする。
②協議体メンバーと共に各地区
へ出かけてニーズの把握や社会
資源の発掘を行い、担い手養成
やサービス開発等について検討
する。

第６章
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３８ページ

①Ｈ31年3月に協議体を開催。
②一昨年度からＨ30年度にかけて協議
体メンバーとともに各地区へ出かけ座談
会を全地区で行った。Ｒ元年度は隠岐
島前病院医師による健康教育開催時に
併せて座談会の結果報告を各地区で
行っている。

自己評価：【Ａ】
・一昨年度からＨ30年度にかけ
て西ノ島町全地区で座談会を実
施し、地区の住民の困りごと、
ニーズについて意見を聞くことが
出来た。また、それだけでなく町
内各地区の資源やサービス、各
地区の良いところなど改めて確
認し共有することが出来た。Ｒ元
年度は隠岐島前病院医師による
健康教育開催時に併せて各地
区へ結果報告を行うとともに、自
分たちでもできることを考えても
らっている。

①②一昨年からＨ30年度にかけて西ノ島
町全地区で座談会を実施し、Ｈ31年3月
には協議体を開催し,町内各地区の資源
や良いところ、住民の困りごとなどメン
バーで共有した。現在結果報告を行い、
住民に自分たちでもできることを考えても
らっているが、今後の進め方について関
係者で検討していくことが必要。

⑶高齢者の生活環境（住ま
い）整備の推進

①高齢者の住まいにかかわる新た
な構想の確立と整備

①高齢者の住まいにかかわる新
たな整備、特別養護老人ホーム
のベッド数、併設サービス等につ
いて関係機関とともに検討してい
く。
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①現状の施設の建物修繕、部屋の改築
等について計画し少しずつ実施してい
る。町内の入所施設の対象とならない方
の生活の場に関して、今後協議していく
ことが必要。

自己評価：【Ｂ】
・特別養護老人ホームの屋根の
大規模修繕については実施し工
事終了している。養護老人ホー
ムの修繕等について、今後計画
に沿って実施していく予定。

①町内の入所施設の対象とならない方の
生活の場に関して、必要なことは認識し
ており、今後具体的に整備計画を協議し
ていくことが必要。

⑷地域ケア会議の推進 ①地域ケア会議の継続

①医療・福祉関係者との地域ケ
ア会議（12回/年）ケース検討会
（24回/年）担当者会議（随時）等
を継続し地域の課題を協議して
いく。関係機関同士の連絡を密
にし、課題の把握に努める。

第６章
３．生活圏域としての課題
と重点施策
３９ページ

①地域ケア会議（Ｈ30年度12回/年、Ｒ
元年度6回/9月末）ケース検討会（Ｈ30
年度24回/年、Ｒ元年度12回/9月末）担
当者会議（随時）の実施。

自己評価：【Ａ】
・概ね計画通り実施できている。

①今後も継続して実施していくことが必
要。

第７期介護保険事業計画の「取組と目標」にかかる中間評価の中間報告（西ノ島町）

（２）自己評価　（１）取組と目標　



テーマ 第７期における具体的な取組 目標（事業内容・指標等） 計画における参照箇所
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⑸在宅医療・介護連携の推
進

①在宅医療・介護連携に関する各
種会議の継続
②医療従事者の確保

①地域ケア会議（12回/年）ケー
ス検討会（24回/年）サービス担
当者会議（随時）の継続、地域課
題を共有し、協議していく。
②隠岐島前病院での研修・実習
の受入を継続し、魅力をアピー
ルする。島前町村組合医療従事
者等確保対策事業給付金や県
事業を利用した看護体験に係る
一部助成を継続実施し、就労・
定着につなげる。
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①地域ケア会議（Ｈ30年度12回/年、Ｒ
元年度6回/9月末）ケース検討会（Ｈ３０
年度24回/年、Ｒ元年度12回/9月末）担
当者会議（随時）の実施。
②島前病院での研修・実習の受入の実
施。島前町村組合医療従事者等確保対
策事業給付金や県事業を利用した看護
体験に係る一部助成の実施。

自己評価：【Ａ】
・概ね計画通り実施できている。
関係機関とはお互いに連携し情
報共有するようにしている。

①今後も継続し、実施していくとともに関
係機関と更に連携を密にしていく。
②今後も継続実施し、就労・定着につな
げられるようにする。

⑹認知症施策の推進
①認知症ケアパスの普及
②地域包括支援センターと認知症
地域支援推進員の連携

①西ノ島町版認知症ケアパスの
作成を進め活用していく。
②認知症の人や家族を支援する
相談業務の充実、住民を対象と
した認知症の理解を深めるため
の啓発活動の実施。地域包括支
援センター、認知症地域支援推
進員、関係機関が連携し、支援
していく体制を整える。
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①西ノ島町版認知症ケアパスの作成は
未実施。
②ボランティアや関係機関等を対象とし
た認知症の理解を深める研修をＨ30年
11月に実施した。また、認知症初期集中
支援チーム会議（認知症サポート医、看
護師、認知症地域支援推進員、保健
師、地域包括支援センター職員参加）を
Ｒ元年9月に行った。今後も会議開催し、
情報共有しながら連携を取っていきた
い。

自己評価：【Ｂ】
・認知症ケアパスについては作
成を進めることが出来ていない。
しかし、ボランティアや関係機関
等を対象とした認知症の理解を
深める研修については実施でき
たこと、今年度認知症初期集中
支援チーム会議を開催できたの
でＢとした。

①西ノ島町版認知症ケアパスの作成をす
すめていくことが必要。
②認知症の方やその家族に対して認知
症地域支援推進や関係機関と連携して
支援してくことが必要。日頃から情報共有
し、連携を密にしていく。

⑺介護人材の確保

①介護職員・医療従事者等の確保
と定着
②シニア世代の介護サポーターの
確保

①福祉職員等確保対策給付金
制度の継続実施。介護体験に係
る旅費等の助成について検討す
る。福祉事業所、隠岐島前病院
の魅力をアピールする。
②シニア世代の介護サポーター
の確保の方法について検討して
いく。
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①福祉職員等確保対策給付金制度の
実施（Ｈ30年度3名、Ｒ元年度2名）。介
護体験に係る旅費等の助成についてＨ
30年度より福祉職員職場体験等旅費支
援事業補助金として実施（Ｈ30年度1
名。Ｒ元年度1名）。
②シニア世代のサポーターの確保につ
いて、方法を検討できていない。

自己評価：【Ａ】
・福祉職員確保対策給付金につ
いて、実施できている。
・シニア世代のサポーターの確
保については今後検討してい
く。

①今後も引き続き実施していき、就労・定
着につなげていくことが必要。
②シニア世代のサポーターの確保につい
て、生活支援体制整備事業とともに取り
組んでいくことが必要。

⑻高齢者の権利擁護体制の
強化

①高齢者の権利擁護
②高齢者の虐待予防

①地区に出かけての講演会を実
施し、制度について普及・啓発を
していく。
②医療・福祉関係者と連携をと
り、高齢者の状況把握に努める
ことで虐待の予防・早期発見を
図っていく。
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①地区に出かけての講演会等は未実
施。
②医療・福祉関係者とはお互いに情報
共有しながら連携を取るようにしている。

自己評価：【B】
・地区に出かけての講演会等は
実施できていないが、関係機関
と連携を取りながら高齢者の状
況把握に努めている。

①講演会等について、実施できていな
い。制度についての普及・啓発について
方法を検討していくことが必要。
②医療・福祉関係者とはお互いに情報共
有しながら状況把握に努めているので、
今後も引き続き連携を密にしていく。

【評価の基準】

A・・・概ね事業計画通りの事業が達成出来そうである。

B・・・一部事業計画通りの事業が達成出来そうもない。

C・・・ほとんど事業計画通りの事業が達成出来そうもない。

（１）取組と目標　 （２）自己評価　
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